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県
の
施
設
を
見
る『
県
民
バ
ス
』

参
加
者
募
集
！

発
展
し
つ
つ
あ
る
県
の
姿
や
施
設

等
を
視
察
し
、
県
政
に
対
す
る
県
民

の
理
解
と
認
識
を
深
め
る
た
め
に

「
県
民
バ
ス
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

み
な
さ
ま
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う

え
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
　
時

10
月
５
日
（
木
）

午
前
８
時
20
分
集
合
（
下
野
市

役
所
国
分
寺
庁
舎
玄
関
前
）、８
時

30
分
出
発
、午
後
５
時
頃
帰
庁
予
定

●
見
学
コ
ー
ス

と
ち
ぎ
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ

ー
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、
栃
木

県
防
災
館
、
ろ
ま
ん
ち
っ
く
村

●
定
　
員

40
名
（
先
着
順
）

●
参
加
費

１，
０
０
０
円（
昼
食
代
）

※
　
当
日
徴
収
し
ま
す
。

●
申
し
込
み
方
法

秘
書
広
報
課
へ
電
話
で
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
募
集
期
間
は
９
月

11
日
（
月
）
か
ら
22
日
（
金
）
ま

で
と
な
り
ま
す
。
な
お
定
員
に
な

り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

※

県
民
バ
ス
当
日
は
栃
木
県
に

関
す
る
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
が

あ
り
ま
す
の
で
、
筆
記
用
具
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

秘
書
広
報
課

1
（
40
）
５
５
５
０

児
童
手
当
制
度
改
正
に
伴
う

特
例
申
請
受
付
は
９
月
ま
で

４
月
に
児
童
手
当
制
度
が
次
の

と
お
り
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。（
詳
し

く
は
広
報
し
も
つ
け
５
月
号
を
参

照
く
だ
さ
い
）

◎
支
給
対
象
年
齢
が
小
学
校
３
年
生

ま
で
か
ら
６
年
生
ま
で
に
拡
大

◎
所
得
制
限
の
緩
和

支
給
要
件
を
満
た
す
右
記
対
象

者
の
方
で
、
４
月
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
手
当
が
支
給
さ
れ
る
特
例
制

度
が
適
用
さ
れ
る
認
定
請
求
受
付

期
限
は
９
月
30
日
ま
で
で
す
。（
郵

送
の
場
合
、
同
日
到
着
分
ま
で
）

な
お
、
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ

れ
た
場
合
、
制
度
拡
充
対
象
者
で

あ
っ
て
も
手
当
支
給
開
始
月
は
通

常
ど
お
り
請
求
の
翌
月
か
ら
と
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
今
月
中
に
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
認
定
請
求
受
付
場
所

・
国
分
寺
庁
舎：

保
険
年
金
課
給

付
係

・
石
橋
庁
舎:

市
民
課
窓
口
係

・
南
河
内
庁
舎:

市
民
課
窓
口
係

●
郵
送
受
付
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
３
２
９
‐
０
４
９
２

下
野
市
小
金
井
１
１
２
７
番
地

保
険
年
金
課
給
付
係
　

1
（
40
）
５
５
５
８

家
庭
保
育
者
登
録
の
お
知
ら
せ

下
野
市
で
は
、
保
護
者
の
就
労
、

病
気
等
の
理
由
に
よ
り
保
育
が
で

き
な
い
時
に
、
家
庭
に
お
い
て
乳

幼
児
の
保
育
の
で
き
る
保
育
者

（
次
に
掲
げ
る
事
項
を
す
べ
て
満
た

す
方
）
の
登
録
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

（1）
市
内
に
住
所
の
あ
る
方

（2）
お
お
む
ね
35
歳
か
ら
65
歳
ま
で

の
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、

保
育
士
、
教
員
等
の
資
格
の
あ

る
方
ま
た
は
育
児
の
経
験
が
あ

る
方

（3）
現
に
養
育
し
て
い
る
就
学
前
の

児
童
が
な
い
方

（4）
本
人
お
よ
び
同
居
の
家
族
が
健

康
で
、
家
庭
生
活
が
健
全
な
方

（5）
乳
幼
児
を
安
全
に
保
育
で
き
る

時
間
と
住
居
を
有
す
る
方

希
望
さ
れ
る
方
は
、
家
庭
保
育

者
認
定
申
請
書
を
提
出
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
保
育

者
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
保
育

者
の
資
格
要
件
や
施
設
の
基
準
を

満
た
し
て
い
る
こ
と
等
が
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

児
童
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

1
（
52
）
１
１
１
４

お
米
販
売
店
の
み
な
さ
ま
へ

お
米
引
換
券
取
り
扱
い
事
業
者

を
募
集
し
ま
す

下
野
市
で
は
、
子
育
て
支
援

『
赤
ち
ゃ
ん
元
気
ア
ッ
プ
事
業
』
と

し
て
、
出
生
届
時
に
、
お
子
様
の

誕
生
を
お
祝
い
し
日
本
の
食
文
化

の
主
食
で
あ
る
お
米
を
贈
呈
し
、

健
や
か
な
成
長
と
幸
福
な
未
来
を

願
う
と
と
も
に
、
子
育
て
支
援
と

米
の
消
費
拡
大
を
目
的
と
し
て
、

お
米
引
換
券
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

お
米
引
換
券
は
、
下
野
市
と
協

定
を
結
ん
だ
販
売
店
で
お
米
と
交

換
に
な
り
ま
す
。

お
米
引
換
券
の
取
扱
に
つ
い
て

ご
協
力
い
た
だ
け
る
販
売
事
業
者

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

手
続
き
、
内
容
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
児
童
福
祉
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

児
童
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

1
（
52
）
１
１
１
４




